
第１２５回丹波篠山市議会３月２５日会議

議会提出議案

令和７年３月２５日

丹 波 篠 山 市





議案第３３号 

丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び丹波篠山市 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 （丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１１年篠山市

条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

第８条の２第２項中「３歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達する

までの子」に改め、同条第４項中「第２項中「３歳に満たない子のある職員

が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、」を「並びに第２

項」に改める。 

第１５条第１項中「定める者」の次に「（第１７条の２第１項において「配

偶者等」という。）」を加える。 

第１７条の次に次の２条を加える。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１７条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする

状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との

両立に資する制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援

制度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度

等の申告、請求又は申出（次条において「請求等」という。）に係る当該

職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度

（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。）において、前項に規定す

る事項を知らせなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第１７条の３ 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われる

ようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

（丹波篠山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 丹波篠山市職員の育児休業等に関する条例（平成１１年篠山市条例第

４０号）の一部を次のように改正する。 

第２０条第３項中「第６１条第３２項において読み替えて準用する同条第

２９項」を「第６１条の２第２０項」に改める。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公

布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を時間外勤務制

限開始日とする改正後の丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第

８条の２第２項の規定による請求（３歳から小学校就学の始期に達するまで

の子を養育するために行うものに限る。）を行おうとする職員は、施行日前

においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。 

 

 

  令和７年３月２５日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第３４号 

 

丹波篠山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

丹波篠山市消防団員等公務災害補償条例（平成１１年篠山市条例第２１１

号）の一部を次のように改正する。 

 

第５条第２項第２号中「９，１００円」を「９，７００円」に改め、同号た

だし書中「１４，２００円」を「１４，５００円」に改め、同条第３項中「又

は第３号から第６号までのいずれか」を削り、「２１７円」を「１００円」に

、「３３３円」を「３８３円を、第３号から第６号までのいずれかに該当する

扶養親族については１人につき２１７円」に改め、同条第４項中「（以下この

項において「特定期間」という。）」を削り、「特定期間に」を「当該期間に

」に改める。 

別表中「１２，５００円」を「１２，９００円」に、「１３，３５０円」を

「１３，７００円」に、「１４，２００円」を「１４，５００円」に、「１０

，８００円」を「１１，３００円」に、「１１，６５０円」を「１２，１００

円」に、「９，１００円」を「９，７００円」に、「９，９５０円」を「１０

，５００円」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の丹波篠山市消防団員等公務災害補償条例第５条第

２項及び第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき

事由の生じた丹波篠山市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定す

る損害補償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の

生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、

同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償

年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給す

べき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給す

べき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前

の例による。 

 

 

 令和７年３月２５日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第３５号 

 

丹波篠山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例及び丹波篠山市家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 （丹波篠山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正） 

第１条 丹波篠山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例（平成２６年篠山市条例第２１号）の一部を次のように

改正する。 

第３７条第１項中「第４２条第３項第１号」を「第４２条第３項」に改め

る。 

第４２条第１項中「第５項」を「第７項」に改め、同項第１号中「を行う」

を「（次項において「保育内容支援」という。）を実施する」に改め、同項

第３号中「この号」の次に「及び第６項第１号」を加え、同条中第９項を第

１１項とし、第４項から第８項までを２項ずつ繰り下げ、同条第３項各号列

記以外の部分を次のように改める。 

前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定めるものをいう。 

第４２条第３項第１号中「当該」を削り、「小規模保育事業Ａ型若しくは

小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模

保育事業Ａ型事業者等」という。）」を「小規模保育事業Ａ型事業者等」に

改め、同項を同条第５項とし、同条第２項各号列記以外の部分中「全てを満

たすと認める」を「いずれかを満たす」に、「前項第２号」を「第１項第２

号」に改め、同項各号を次のように改める。 

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合に

は、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役

割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす

るための措置が講じられていること。 

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進

のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著

しく困難であること。 
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第４２条第２項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要

件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないことと

することができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保するこ

と。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう

にするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは

小規模保育所事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小

規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる

事項に係る連携協力を行うものをいう。 

附則第５条中「１０年」を「１５年」に改める。 

 （丹波篠山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第２条 丹波篠山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２６年篠山市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」と

いう。）を実施する」に改め、同項第３号中「この号」の次に「及び第６項

第１号」を加え、同条中第５項を第７項とし、第４項を第６項とし、同条第

３項各号列記以外の部分を次のように改める。 

前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定めるものをいう。 

第６条第３項第１号中「当該」を削り、「第２７条に規定する小規模保育

事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号

において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）」を「小規模保育事業

Ａ型事業者等」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「全てを満た

すと認める」を「いずれかを満たす」に、「前項第２号」を「第１項第２号」

に改め、同項各号を次のように改める。 

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、

次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 
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ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす

るための措置が講じられていること。 

(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進の

ために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著し

く困難であること。 

第６条第２項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件

の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととす

ることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう

にするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２７条に規定する小規模保

育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者

（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、

第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

附則第３条中「１０年」を「１５年」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

  

 

 令和７年３月２５日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第３６号 
 

丹波篠山市立東雲コミュニティセンターの指定管理者の指定につ

いて 
 
 丹波篠山市立東雲コミュニティセンターの指定管理者について、下記のとお

り指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求める。 
 

記 
 
１  指定管理者 丹波篠山市小田中２２０番地２ 
 東雲コミュニティセンター運営委員会 
 委員長 新才 博章 
 
２ 指定の期間   令和７年７月１日から令和１２年３月３１日まで 
 
 
    令和７年３月２５日提出 
 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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